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第４章 計画策定の考え方 

 

１ 基本理念  

 

高齢者数とともに、要介護等の認定者数は増加し、超高齢社会を迎えています。また、

2025年（平成37年）には、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に達するため、介護サー

ビス等への需要の更なる増大が見込まれます。 

本計画では、中長期的な視点の下に、在宅サービスと施設サービスをどのような方向

性で充実させていくのか、地域の特性を踏まえて示していくことが求められています。 

一方、高齢者は支援されるだけの存在ではありません。元気な高齢者が生活支援サー

ビスの担い手となり、より一層元気に活躍していただくことも重要なポイントです。高

齢者が様々な形で地域社会に参加し、関わりを持っていくことができる地域環境の整備

が必要です。 

高齢者が持てる能力と経験を生かし、社会参加を通じて自己を実現し、生きる喜びや

真に豊かさを実感できるまち、そして、住み慣れた家庭や地域でいつまでも安心して暮

らせるまちを実現することが、この計画の目指すところです。 

 

本市では、『小美玉市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画』において、「好きだ

から このまちでずっと 過ごすために ―新たな福祉社会づくりをめざして―」を基本

理念に掲げ、行政をはじめとして、保健・福祉・医療・介護の機関が密接に連携し、地

域で支える地域ぐるみのまちづくりを推進してきました。本計画でも、引き続き推進を

目指す思いは変わりませんし、むしろより強く時代の要請にこたえるべきものと考えて

います。 

こうしたことから、これまでの基本理念や施策を発展的に受け継ぐ意図も含め、本計

画においても改めて「好きだから このまちでずっと 過ごすために ―地域で支えるま

ちづくりをめざして―」を基本理念としていくものとします。 

 

 

 

好きだから このまちでずっと 過ごすために 

― 地域で支えるまちづくりをめざして ― 
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 在宅医療・介護連携の推進 

 認知症施策の推進 

 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

 

また、重点的取組として、市の地域包括ケアシステムの構築に向けて推進する（詳細

はエラー! ブックマークが定義されていません。ページ参照）、次の４つとします。 
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２ 基本目標  

 

 

基本目標１ 介護予防の推進 

○「介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）における一般介護予防事業

を展開することによって、介護予防の取組の充実・強化を図ります。 

○他部署の計画とも連携し、高齢期以前からの生活習慣病予防や生活習慣病の重症化の

予防の普及啓発を図ります。 

 

基本目標２ 社会参加と生きがいづくりの推進 

○シルバー人材センターと連携しながら就労を促進するとともに、高齢者がこれまで

培ってきた知識や技術を生かせる機会の充実を図ります。 

○生涯学習等や老人クラブの充実により、高齢者の趣味や交流・生きがいづくりを促進

します。 

 

基本目標３ 暮らしを支えるサービスの推進 

○高齢者の暮らしを支えるために、支援を必要とする方への福祉サービスを実施します。 

○緊急時や災害時といったもしもの時に備えた安全・安心な暮らしを支えるための支援

等を実施し、高齢者が暮らしやすい生活環境の整備に取り組みます。 

 

基本目標４ 支え合える地域づくりの推進 

○「介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）における介護予防・生活支

援サービス事業へ適切に移行し、地域の社会資源との協働も含めて、高齢者の生活を

支える取組の充実・強化を図ります。 

○地域包括ケア体制の中核を担う地域包括支援センターの機能を強化し、関係機関や専

門職と情報や目的を共有しながら連携して、高齢者の在宅生活を支える取組の充実を

図ります。 

 

基本目標５ 適切な介護サービスの提供と質の向上 

◯介護保険制度に関するきめ細かな情報提供や、関係機関等との連携により、高齢者や

その家族等に対する情報提供・相談体制の充実を図ります。 

○介護給付の適正化対策等に取り組み、介護保険事業の適正な管理執行と円滑実施を図

ります。  
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３ 計画の体系  

 

基本理念 
好きだから このまちでずっと 過ごすために 

― 地域で支えるまちづくりをめざして ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策の方向 具体的な取組 

①一般介護予防事業【総】 

 ◯介護予防把握事業 

 ◯介護予防普及啓発事業 

 ◯地域介護予防活動支援事業 

 ◯一般介護予防事業評価事業 

 ◯地域リハビリテーション活動支援事業 

 

①シルバー人材センター 

②高齢者の知識・技術の活用 

 

１ 

介
護
予
防
の
推
進 

２ 

社
会
参
加
と
生
き
が
い 

づ
く
り
の
推
進 

①生涯学習活動 

②スポーツ活動 

③敬老事業 

④老人クラブ活動の補助及び活動支援 

⑤活動拠点の整備 

 

①軽度生活援助事業 

②さわやか出前理美容サービス事業 

③高齢者日常生活用具給付事業 

④外出支援サービス事業 

⑤在宅福祉サービスセンター事業 

⑥ひとり暮らし老人等ふれあい給食 

サービス事業 

⑦移送サービス事業 

 

３ 

暮
ら
し
を
支
え
る 

サ
ー
ビ
ス
の
推
進 

①緊急通報システム装置の設置事業 

②ひとり暮らし高齢者「愛の定期便事業」 

③徘徊高齢者家族支援サービス事業 

④生活管理指導短期宿泊事業 

⑤施設サービスの充実 

 ア 養護老人ホーム 

 イ ケアハウス（軽費老人ホーム） 

 ウ 有料老人ホーム 

 エ 老人福祉センター 

⑥防犯・防災・緊急時対策の推進 

⑦バリアフリーのまちづくり 

⑧居住安定に係る施策との連携 

 

基本目標 

●重点● 

【総】＝介護予防・日常生活支援総合事業 【包】＝包括的支援事業 【任】＝任意事業 

（１）介護予防の充実 

（１）就労支援の促進 

（２）趣味や生きがい 

づくりの促進 

（１）在宅福祉 

サービスの充実 

（２）安心・安全の 

まちづくりの促進 
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施策の方向 具体的な取組 

４ 

支
え
合
え
る
地
域
づ
く
り
の 

推
進 

５ 

適
切
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

提
供
と
質
の
向
上 

①介護保険制度に関する情報提供 

②各種相談・苦情等への対応 

③県等と連携した相談・苦情等への対応 

 

①介護予防・生活支援サービス事業【総】 

 ◯訪問型サービス 

 ◯通所型サービス 

②家族介護者交流事業【任】 

③家族介護用品支給事業【任】 

④家族介護慰労事業【任】 

⑤成年後見制度利用支援事業【任】 

⑥配食サービス事業【任】 

 
①福祉員制度の充実 

②ボランティア等の育成・支援 

③福祉教育の実施 

 ①地域包括支援センターの運営【包】 

 ◯介護予防ケアマネジメント事業 

 ◯総合相談支援事業 

 ◯権利擁護事業 

 ◯包括的・継続的ケアマネジメント支援 

 ◯地域包括支援センターの機能強化 

 ◯地域包括ケア会議の推進 

②在宅医療・介護連携の推進【包】 

 ◯地域の医療・介護サービスの把握 

 ◯在宅医療・介護関係者の研修 

 ◯在宅医療・介護連携の課題と抽出の対応の協議 

 ◯二次医療圏内、近隣市町村との連携 

③認知症施策の推進【包】 

 ◯認知症普及啓発事業（仮） 

 ◯認知症初期集中支援チーム（仮） 

 ◯認知症地域支援推進員の養成と普及事業（仮） 

 ◯認知症サポーターの養成と普及 

 ◯認知症の人の家族に対する支援の推進（仮） 

④生活支援サービスの体制整備【包】 

⑤地域ケアシステム推進事業 

 

①介護サービス情報の公表 

②サービスの質の確保 

 

①介護給付費適正化事業【任】 

 ◯認定の適正化 

 ◯ケアマネジメントの適正化 

 ◯事業者のサービス提供体制及び介護報酬請求の

適正化 

②サービス事業者への指導・監督 

 

基本目標 

●重点● 

●重点● 

●重点● 

（１）多様な生活支援の

充実 

（３）地域包括ケア体制

の構築 

（１）介護保険制度に関する 

情報提供の充実 

（２）介護サービスの質

の確保 

（２）ボランティア活動

の促進 

（３）適正化の推進 


